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B. 最適事業手法の検討 

Ⅰ.事業範囲、事業類型等についての検討 

Ⅰ－１.火葬場整備に係る事業類型等の検討 

１. 事業手法の区分 

事業手法については、ＰＦＩ法に基づくか否かによって、大きく区分することができる。 

① 「ＰＦＩ法に基づく事業手法」 

施設の整備費について民間資金を活用する必要がある場合は、 ＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事業（以

下単に「ＰＦＩ事業」という）とする必要がある（理由については、下記参考を参照）。 

なお、民間資金を活用しない場合でも、ＰＦＩ法に定められている手続きを行い、ＰＦＩ事業とする

ことは可能であるが、法定の手続きを行う必要があることから事務負担が大きくなる。 

② 「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」 

 施設の整備費について民間資金を活用する必要が無い場合は、必ずしもＰＦＩ事業とする必

要はないことから、ＰＦＩ法に基づかない民活事業とすることが一般的と考えられる。 

（参考） 

 地方公共団体が発注する建設工事の対価を支払う際に、建設期間を超える期間に亘り、債

務負担を設定すること、すなわち建設工事費の割賦払いを行うことは、いわゆる｢闇起債｣として下

記の参考条文①の通達により禁止されている。 

一方、下記の参考条文②の通達にあるとおり、ＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事業で、施設の整備を行い、

その対価の支払いについて債務負担行為を行う場合は、①の通達に抵触しないとされている。 

例えば、区画整理事業など市が行うインフラ整備において、基金、一般財源、交付金や通常の

起債で賄えない部分を、民間資金を活用し、割賦による支払いを行うには、ＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事

業を導入する必要がある。 

なお、ＰＦＩ事業において民間資金を活用し、割賦による支払いを行う場合も、起債制限比率の

算定対象となることに留意が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考条文 ① 
「債務負担行為の運用について」(昭和 47 年 9 月 30 日付け自治導第 139 号)について 
「債務負担行為、特に物件の購入または建設工事にかかるものについては、債務負担の原因とな

る事実が数年度にわたって継続する場合に設定することがその本来の趣旨であるにもかかわら

ず、地方公共団体が公共施設等の建設にあたり、もっぱらその財源調達の手段として債務負担行

為を設定し、当該施設の建設完了後その建設に要した費用を長期にわたり支出する事例がある。

この種の債務負担行為は、制度の趣旨に照して適当なものと認め難いので、このような運用は厳

に慎むとともに公共施設等の建設に要する経費は当該建設年度の歳入歳出予算に適正に計上して

処理すること。」 
参考条文 ② 
「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」（平成 12 年 3 月 29 日 自治事務次官通達） 
「ＰＦＩ法に基づいて公共施設等の整備を行うために設定される債務負担行為は、効率的かつ効

果的な公共施設等の整備のために設定されるものであり、「もっぱら財源調達の手段として設定す

る債務負担行為」（「債務負担行為の運用について」（昭和４７年９月３０日付け自治導第１３９

号））に該当するものではないと解されること。」 
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２.「ＰＦＩ法にもとづく事業手法」の検討 

① ＰＦＩ事業の形態 （ＰＦＩ事業者の収支パターンによる分類） 

ＰＦＩ事業者の収支パターンにより、ＰＦＩ事業を分類すると下表の３つの形態が一般的であるが、

どの形態と選択するかは、その事業の収支に影響する施設の性格、事業採算性等により判断す

ることになる。  

 火葬場の場合は、サービス購入型により実施することが妥当とされる。これは、民間企業の経営

努力と無関係に需要が生まれ、利用料金の設定についても、その公共性から市場原理を導入す

る余地がないと考えられるからである。 

なお、東京都内等の一部において、民間経営の火葬場が存在するが、これは例外的な事例と

思われる。 

各形態の一般的な事業スキームのイメージを次項以下の図-Ⅰ-１～３に示した。 

 

 

表-Ⅰ-① ＰＦＩ事業の形態 

形態 独立採算型 サービス購入型 ジョイントベンチャー型 

内容 施設の整備、維持管

理運営のすべてのコ

ストを利用者からの利

用料収入でまかなう。 

施設の整備、維持管理運

営のすべてのコストを行

政からのサービス購入費

によりまかなう。 

 

左記の二つの中間型で、施設

の整備、維持管理運営のコス

トを利用者からの利用料収入

と行政からのサービス購入費

でまかなう。 

ＰＦＩ事

業者の

収入 

公共公益施設の利用

者からの収入のみ 

公共公益施設の管理者

（市町村等）からのサービ

ス購入費のみ 

公共公益施設の利用者から

の収入と公共公益施設の管

理者（市町村等）からのサービ

ス購入費 

適合す

る施設

のイメ

ージ 

収益性が高く、民間事

業者に十分な経営ノ

ウハウが蓄積されて

いる施設が望ましい。 

本来利用者が負担する利

用料金と施設の整備、維

持管理に要する費用の関

連が薄く、民間事業者の

経営努力の発揮に限界が

ある施設等が望ましい。 

利用料金の設定によっては、

民間事業者による独立採算も

可能となるが、施策として利用

料金の上限を設定するような

施設や、利用料による整備費

用の回収は無理でも維持管

理費用の回収程度は可能な

施設等が望ましい。 

施設の

事例 

・ 立体駐車場 

・ 温浴施設  等 

・ 図書館、庁舎 

・ 火葬場      等 

・ 文化施設 

等 
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図-Ⅰ-１ 独立採算型の一般的な事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立採算型の場合、ＰＦＩ事業者は、施設利用者から徴収する利用料金で施設の整備費用及び施

設の維持管理費用を賄う必要がある。 

指定管理者制度※ 平成１５年９月２日の総務事務次官通達（「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」の改正に

ついて）において「ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合であって、当該施設の管理を包括的に民間事業

者に行わせる場合は、原則として地方自治法２４４条の２第３項に規定する公の施設の指定管理者の制度を採用する

こと。」とされている。 

 

図-Ⅰ-２ サービス購入型の一般的な事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス購入型の場合、サービス購入費（施設の整備費用と施設の維持管理運営に係る費用）から

施設の利用料収入を控除した額が市の負担となる。 

  

 

 
国・自治体 

ＰＦＩ事業者 

市へ納入 施設整備 

施設利用者 

金融機関 

返済 

融資 

サービス提供 利用料金 

サービス購入費 

・割賦支払 

・施設運営 

・委託費用 

 
国・自治体 

ＰＦＩ事業者 

施設運営委託 

（指定管理者制度※） 
施設整備

施設利用者 

金融機関 

返済 

融資 

利用料金 サービス提供 
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図-Ⅰ-３ ジョイントベンチャー型の一般的な事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョイントベンチャー型の場合、ＰＦＩ事業者は、市から支払われるアベイラビリティーフィー（事業を存

続させるための補助金で、実質的にはサービス購入費の性格を持つ）と施設利用者からの利用料金で

施設の整備費用と維持管理運営に係る費用を賄う必要がある。 

ジョイントベンチャー型の場合は、市からのアベイラビリティーフィーを、事業期間中一定（物価変動

等により変動させること想定される）とすることで、施設の稼働率が向上し、増収となった場合には、ＰＦＩ

事業者の収入増となるため、稼働率向上への動機付けが事業スキームにビルトインされていることにな

る。 

なお、アベイラビリティーフィーの設定は、ＰＦＩ事業者を公募する際に事業者による提案事項とする

ことも想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国・自治体 

ＰＦＩ事業者 

施設運営委託 

（指定管理者制度） 

施設整備 

施設利用者 

金融機関 

返済 

融資 

サービス提供 利用料金 

アベイラビリティーフィー 

（サービス購入費） 
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② ＰＦＩ事業の形式 （施設の所有権の移転時期にもとづく分類） 

ＰＦＩ事業を施設の所有権の移転時期にもとづき分類した場合、下表の３つ形式が一般的である。

なお、ＢＯＯは、施設の所有権が、市に移転しないことから、公共性の強い施設には、不向きであり、

火葬場のＰＦＩ先例においても、採用された事例はない。ＢＴＯとＢＯＴはともに火葬場のＰＦＩ先例で

採用されている。 

 

固定資産税（市町村税）の取扱いからみると、ＢＴＯは課税が発生しないが、ＢＯＴは課税される。

従って、国・都道府県が実施するＰＦＩの場合は、収支上、差異が発生するが、市町村が実施するＰＦ

Ｉでは、殆ど差異が発生しない。 

法人税（国税）の取り扱いについては、現在は、両者に大きな差異はない。 

 

課税以外の比較では、大規模修繕を事業範囲に組み込む場合、ＢＯＴは、施設がＰＦＩ事業者の

自己所有であることから、機動的な大規模修繕の実施がし易いと言われている程度の差異である。

（ただし、後述の通り、大規模修繕をＰＦＩ事業の範囲とすることに合理性がないという評価もあること

から、このようなＢＯＴのメリットは断定できない。） 

 

一方、ＢＴＯは、施設が竣工時に市所有となることによる安定感からやや金利水準が低いとも言わ

れており、コスト面で若干有利と考えられる。（但し、ＰＦＩにおける金利水準については、事業スキー

ム、リスク分担等のあり方を勘案して、各金融機関がＰＦＩ事業者との相対的な関係において判断す

るため、必ずしもＢＴＯの方が低いとは、これも断定できない。） 

 

表-Ⅰ-② ＰＦＩ事業の形式 

形式  内容 火葬場での事例 

ＢＴＯ 
施設の整備 → 所有権の移転 → 運

営 → 事業期間終了 

・ 仮称越谷広域斎場整備等事業 

・ （仮称）呉市斎場整備等事業 

・ （仮称）宇都宮市新斎場整備・運営事業 

・ （仮称）紫波火葬場整備事業 

・ 一宮斎場整備運営事業 

・ 泉佐野市火葬場整備運営事業 

ＢＯＴ 
施設の整備  → 運営 → 事業期間終

了時に所有権移転 

・ (仮称)札幌市第２斎場整備運営事業 

・ 「豊川宝飯衛生組合斎場会館（仮称）」

整備運営事業 

ＢＯＯ 
施設の整備  → 運営 → 事業期間終

了 （所有権の移転なし） 
なし 

 

 

③ 「ＰＦＩ法に基づく事業手法」を採用する場合の想定事業スキーム 

火葬場に「ＰＦＩ法に基づく事業手法」を採用する場合、①で述べたＰＦＩ事業者の収支パターンに

よる分類では、「サービス購入型」を選択し、施設の所有権の移転時期については、施設の竣工時と

する「ＢＴＯ」を選択することが有利と考えられる。 

すなわち「サービス購入型のＢＴＯ」を選択することが妥当と考えられる。 

 

 



Ｂ－6 

表-Ⅰ-③  

(参考資料) 火葬場に係るＰＦＩ,ＤＢＯの事例 

県名 期間 事業方式

北海道 20年 BOT

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

札幌市
総合評価一般
競争入札

H14.4.17 H14.5.29 H14.7.18 H14.11.19 H15.2.21 H18.4.1

県名 期間 事業方式

埼玉県 20年 BTO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

埼玉県越谷市
公募プロポー
ザル

H14.10.15 H15.3.27 H15.4.7 H15.8.13 H15.12.16 H17.7.23

県名 期間 事業方式

広島県 22年 BTO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

広島県呉市
総合評価一般
競争入札

H14.12.6 H15.3.24 H15.6.13 H15.11.27 H16.4.1 H18.4.1

県名 期間 事業方式

22年

20年（維持管
理・運営）

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

豊川宝飯衛生
組合

総合評価一般
競争入札

H15.6.9 H15.8.8 H15.9.3 H16.3.4 H16.6.3 H18.4.1

県名 期間 事業方式

栃木県 22年 BTO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

宇都宮市
公募プロポー
ザル

H17.12.20 H18.3.31 H18.7.31 H19.2.20 H19.7.2 　

県名 期間 事業方式

岩手県 11年 BTO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

紫波町
公募プロポー
ザル

H19.3.19 H19.4.11 H19.5.22 H19.10.22 H19.12.19 　

県名 期間 事業方式

愛知県 15年 BTO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

紫波町
公募プロポー
ザル

H20.7.31 H20.9.16 H20.9.16 H21.2.2 　 　

県名 期間 事業方式

岩手県 20年 DBO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

紫波町
公募プロポー
ザル

H20.6.10 H20.8.29 H20.11.4 H21.5.29 H21.6.29 　

県名 期間 事業方式

大阪府 22年 BTO

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始

泉佐野市
総合評価一般
競争入札

H21.7.7 H21.8.4 H21.1.8 H21.4.14 H21.10.20 　

出典：自治体ＰＦＩ推進センターＨＰ

事　　業　　名 施　設

（仮称）札幌市第２斎場整備運営事業 斎場

事　　業　　名 施　設

仮称越谷広域斎場整備等事業 斎場

事　　業　　名 施　設

（仮称）呉市斎場整備等事業 斎場

事　　業　　名 施　設

愛知県
「豊川宝飯衛生組合斎場会館（仮称）」整
備運営事業

斎場 BOT

事　　業　　名 施　設

（仮称）宇都宮市新斎場整備・運営事業 斎場

事　　業　　名 施　設

事　　業　　名 施　設

泉佐野市火葬場整備運営事業 斎場

事　　業　　名 施　設

一宮斎場整備事業 斎場

事　　業　　名 施　設

盛岡市火葬場整備事業（PFI的） 斎場

（仮称）紫波火葬場整備事業 斎場
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３.「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」の検討 

「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」について、想定される事業パターンを整理する。 

ＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事業では、施設の設計・建設と維持管理運営の全部または一部が事業範

囲の対象とされているが、「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」の場合でも、事業範囲を任意に選択

することが可能である。 

①施設の運営・維持管理のみを対象とする事業パターン 

この場合は、指定管理者制度を導入するのが一般的である。施設の設計・建設及び火葬炉

の整備・メンテナンスは、従来方式により発注する。 

②施設の運営・維持管理＋火葬炉の整備・メンテナンスを対象とする事業パターン 

火葬炉を整備する事業者の選定時に、施設の運営・維持管理と炉の整備・メンテナンスを包

括する契約を前提条件に公募し、長期間の包括契約もしくは、指定管理者制度を導入する。 

これは、火葬場施設の運営は、一般的に火葬炉メーカーもしくは、その系列会社が従事する

ことが多いことが理由である。 

施設の設計・建設は、従来方式により発注する。 

③施設の設計・建設を対象とする事業パターン 

施設の設計と建設をまとめて性能発注する。施設の運営・維持管理と火葬炉の整備・メンテ

ナンスについては、従来方式により発注する。 

④ ②＋③を対象とする事業パターン 

施設の設計・建設から、火葬炉の整備・メンテナンス、施設の運営・維持管理まで、全てを対

象とする事業パターン。 

⑤「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」を採用する場合の想定事業スキーム 

上記の①～④について、事業スキーム導入の効果を下表の通り整理し、評価を行った。 

④の事業パターンは、火葬炉のライフサイクルコストの縮減が可能となり、かつ、施設の設計・

建設のコスト縮減が可能となることから、コスト削減の評価が最も高くなる。 

したがって、「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」を採用する場合の想定事業スキームとしては、

④の事業パターンが、最適であると考えられる。 

表-Ⅰ-④ 通常のＰＦＩ事業以外の事業手法の評価 

パターン 事業スキーム導入の効果 評価

①施設の運営・維持管

理のみを対象とする

事業パターン 

 民活化する事業範囲が、施設の運営・維持管理面だけに限定され

るため、コスト削減が最も小さい。 
△ 

②施設の運営・維持管

理＋火葬炉の整備・

メンテナンスを対象と

する事業パターン 

 事業者の選定時に、炉のライフサイクルコストを比較する評価が加

わるため、運営面のコスト縮減に加え、炉整備に関するコスト縮減

が可能となる。 

○ 

③施設の設計・建設を

対象とする事業パタ

ーン 

 設計、建設をまとめて性能発注するため、従来方式（仕様書による

発注）に比べると、建設に関するコスト削減が期待できる。 
〇 

④ ②＋③を対象とす

る事業パターン 
 最もコスト削減が、期待できる。 ◎ 
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４. 要求水準の作成方法についての検討 

「ＰＦＩ法に基づく事業手法」と「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」の如何を問わず、性能発注によ

り施設整備を行う場合には、その施設に要求する性能をとりまとめた要求水準を作成することが必

要となる。 

この要求水準については、主に文書で提示する方法と図面により提示する方法とがあり、施設

の特性や計画上の課題に応じて、いずれかを選択することが可能である。 

本計画は、敷地の立地環境から、周辺のレクレーション施設への配慮のあり方や隣接地の土地

所有者への配慮等が必要であるため、両市が調整し、計画する後者の方法を採用する。 

表-Ⅰ-⑤ 要求水準書の作成方法の比較 

作成方法  主に文書で作成 図面で作成 

形態 要求水準を主に文書により提示 要求水準を図面（基本設計書）により提示 

特徴 

 解釈の幅が広く、様々な提案が提出さ

れることが期待できる。 

 一方で、発注者の想いがうまく伝わら

ない場合は、発注者が望む提案が提

出されないおそれもある。 

 発注者の意向が明確に伝わるため、発注

者の望む提案が提出されやすい。 

 創意工夫できる範囲がある程度、限定さ

れるため、発注者の発想を越える新規性

のある案は提案されにくい。 

適合する

施設 

 多様な提案を許容可能な施設タイプや

整備環境にある施設。 

 標準形がある程度、確立されている施

設タイプ。 

 提案が一定の範囲に収斂することが求め

られる整備環境にある施設。 

 設計において関係者間の調整事項が多く

含まれる施設タイプ。 
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Ⅱ.民間事業者ヒアリングによる検討 

Ⅱ-１ ヒアリング実施計画 

１.目的 

現在、両市で想定している新火葬場の施設計画及び事業範囲等について民間事業者の意見聴取を

行い、基本計画策定に向けた基礎資料とする。 

 また、事業の方向性に関する情報提供の実施により、民間事業者の本事業への取組（コンソーシアム

形成等）を促すことも目的とする。 

２.対象とする事業者の候補 

【ゼネコン】 ４社 

３.ヒアリング方法  

民間事業者もしくはコンサル事務所にて、ヒアリングを実施、ヒアリングシートのメール・郵送等による返

送を依頼。 

４.ヒアリング内容 

事業スキームに関連する以下の各項目について意見聴取。 

(１)本事業への参加意欲 

(２)事業方式（ＢＯＴ、ＢＴＯ等）についての考え方 

(３)事業範囲についての考え方 

(４)火葬場ＰＦＩ事業における固有の課題 

(５)ＶＦＭの可能性（コスト削減の可能性）についての考え方 

(６)リスク分担についての考え方 

(７)火葬場の施工実績について 

(８)本事業において想定される工期、概算工事費（火葬炉設備工事費を除く。）について 

５.実施時期 

平成２３年２月～４月 

６.ヒアリングツール 

・ ヒアリング資料 

・ 事業地位置図 

・ 参考図面 

・ ヒアリングシート…次項に記載 

Ⅱ-２ ヒアリング結果とりまとめ 

Ｑ１）本事業への参加意欲 
（ヒアリング結果）  

全社が何らかの形で参画の意向であった。但し、事業規模が比較的小さいことからＰＦＩと

した場合のプロジェクトファイナンスの合理性を懸念する意見があった。 

Ｑ２）事業方式についての考え方 
（設問） 
本事業では実施手法としてＰＦＩ（ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式）、リース等が想定されますが、

本事業への参画を検討されるにあたって、民間事業者の立場から望ましいと想定される事業手

法及びその理由についてご意見をお願いします。 
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（ヒアリング結果）  
全社がＰＦＩの場合はＢＴＯ方式が望ましいとの意見であった。ＰＦＩ以外ではＤＢＯ方式

も有効との意見があった。 

Ｑ３）事業範囲についての考え方 
（設問） 
本事業における事業範囲については、以下のパターンが想定されますが、民間事業者の立場か

ら望ましいと想定される事業範囲及びその理由についてご意見をお願いします。 
表-Ⅱ-① 想定される事業範囲のパターンとその内容 

パターン 内容 

(１) 設計（基本設計、実施設計）、

建設、維持管理運営 

設計（基本設計、実施設計）、建設、維持管理運営 

（最も基本的なＰＦＩ事業のパターン） 

(２) 事前に炉選定＋ＰＦＩ基本形 事前に炉を選定し、それを前提に設計（基本設計、実施設計）、建

設、維持管理運営 

(３) 事前に炉選定（維持管理運営

含む）+設計・建設一体発注 

事前に炉を選定する際に、維持管理運営に係る費用を含めて選定

し、設計・建設を一体発注 

(４) 事前に炉選定（維持管理運営

含む）+基本設計別途発注+実

施設計・建設一体発注 

(３)で炉を選定し、炉の形状を確定した後、基本設計を発注、その基

本設計を前提に、実施設計＋建設を発注 

(５) 事前に炉選定（維持管理運営

含む）+設計+建設別途発注 

(３)で炉を選定し、炉の形状を確定した後、基本設計、実施設計を発

注、その設計を前提に、建設を入札発注 

  ※ 上記はヒアリング実施時に想定していた事業スキームのパターンである。 
（ヒアリング結果）  
パターン（１）を望ましいとする意見が２社、（３）、（５）を望ましいとする意見がそれぞれ１社

あった。これらの意見は、建設会社として出来るだけ自社でコントロール出来る範囲を広げ

たいとの意図もしくは、単純に建設業務だけを効率よく受注したいとの意図と思われる。 

Ｑ４）火葬場ＰＦＩ事業における固有の課題 
（ヒアリング結果）  
火葬炉メーカーの数が少ないこと、光熱水費の負担方法等が課題とされた。 

Ｑ５）ＶＦＭの可能性（コスト削減の可能性）についての考え方 
（ヒアリング結果）  

３社が何らかの VFM が発生するとの意見で、１社は不明との回答であった。 

Ｑ６）リスク分担についての考え方 
（ヒアリング結果）  
建設コストが高騰した場合への対応、金利変動への対応等について意見があった。 

Ｑ７）火葬場の施工実績について 
※ 記載省略 

Ｑ８）本事業において想定される工期、概算工事費（火葬炉設備工事費を除く。）について（書

式任意） 
※ ヒアリング実施時の計画炉数：合計５基、延べ面積：約２,０００㎡を前提とする質問で、

現在は、計画炉数：合計７基、延べ面積：約３,０００㎡を想定しているため、回答内容の記

載は省略した。 
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Ⅲ.官民における業務分担、リスク分担についての検討 

Ⅲ-１官民における業務分担についての検討 

１. 通常、事業範囲となることが想定される業務 

以下の業務については、特段の検討を要せず、ＰＦＩ事業もしくは、その業務を含む民

活事業において、事業範囲とされることが想定されるため、本件調査においては、これら

の業務は、民間事業者の業務範囲として、民活事業の導入を検討することを前提とする。 

①火葬場施設等の整備業務 

・建設工事（設備を含む） 

・設計監理 

・什器備品の調達 

②火葬場施設の維持管理運営業務 

・建物維持管理 

・設備維持管理 

・火葬業務 

・炉前業務 

・定期点検、各種測定等 

２. 検討により業務範囲とするか否かを判断する業務 

①大規模修繕 

大規模修繕については、ＰＦＩ実施における民間事業者の提案時点において、将来相

当の期間に渡る、大規模修繕についての正確な、時期、金額の予測が困難であることは、

これまでの多くの先例においても議論されているところであり、近年は、事業の対象外

とすることが一般的となっている。したがって、本件調査においても、事業の対象外と

すべきであると判断した。 

（民間事業者の営業企画により、施設の運営を行う施設（例えば、観光施設等）で、

多くの類似の民間施設が存在する施設の場合は、通常の民間施設の経営と同じく、大規

模修繕の金額、時期に関するリスクを民間事業者が負担することについては、一種の合

理性があると認められるので、そのような施設に係るＰＦＩ事業等では、むしろ大規模

修繕を事業の範囲にすべきであると考えられる。） 

②造成工事 
敷地の造成工事については、造成の内容によって、技術的な側面からの事業者選定が

不要の場合は、民活事業に含めず、別途に市が発注することも可能で、入札による価格

競争によってコストの低減を期待することになる。また、造成工事の内容、時期によっ

ては、民活事業に含めて、一体的に施工することが合理的な場合もあり得る。 
したがって造成工事については、造成工事の内容、時期に応じて、事業範囲とするか

否かを判断することとなる。 
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Ⅲ-２官民におけるリスク分担についての検討 

 
火葬場のＰＦＩ事業におけるリスク分担については、先例において、定型的なリスク分担が

定着しており、特段の議論となる事項は少ない。 

一般的と考えられる火葬場ＰＦＩにおける官民のリスク分担の内容と考え方を下表の通り整

理した。 

 

 

表-Ⅲ-① 火葬場ＰＦＩ事業におけるリスクの内容とリスク分担の考え方  

リスクの種類 リスクの内容 
分担 

市 事業者

募集要項リスク 募集要項の誤りに関するもの。内容変更に関するもの ○  

法制度リスク 法制度の新設・変更に関するもの ○ ○ 

許認可リスク 
許認可の遅延に関するもの（市申請分） ○  

許認可の遅延に関するもの（事業者申請分）  ○ 

住民対応リスク 
施設の設置に対する住民対応に関するもの ○  

調査・工事に起因する住民対応に関するもの  ○ 

第三者賠償リスク 
建設工事に伴い生じる騒音、振動、臭気等により、周辺住

民あるいは市に損害を与えたことによる損害等 
 ○ 

不可抗力リスク 天災（地震、風水害等）、暴動、戦争等 ○ △ 

デフォルトリスク 
事業者の事業放棄・破綻によるもの  ○ 

市の債務不履行、当該サービスが不要となった場合等 ○  

税制度リスク 
法人税、不動産登録免許税の変更に関するもの  ○ 

消費税の変更に関するもの ○  

安全の確保リスク 設計・工事における安全の確保  ○ 

資金調達リスク 必要な資金の確保に関するもの  ○ 

構成員のリスク 構成員の能力不足等による事業悪化  ○ 

応募コスト 応募費用に関するもの  ○ 

測量・調査リスク 
市が実施した測量・調査に関するもの ○  

事業者が実施した測量・調査に関するもの  ○ 

計画・設計リスク 
市の条件提示、条件の不備、変更によるもの ○  

事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの  ○ 

用地リスク 
建設予定地の確保に関するもの ○  

地中障害物やその他予見できないことに関するもの ○ △ 

設計変更リスク 
市の提示条件。指示の不備、変更によるもの ○  

事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

工事監理リスク 工事監理に関するもの  ○ 

工事費増大リスク 
市の指示による工事費増大 ○  

上記以外の要因による工事費の増大  ○ 
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表-Ⅲ-① 火葬場ＰＦＩ事業におけるリスクの内容とリスク分担の考え方（続き） 

リスクの種類 リスクの内容 
分担 

市 事業者

工期変更リスク（含 引

渡遅延） 

事業者の責めに帰すべき事由による工期変更、引渡遅延
 ○ 

性能リスク 要求水準不適合（施工不良を含）  ○ 

施設損傷リスク 
使用前（引渡前）に工事目的物・材料他、関連工事に関し

て生じた損害 

ＢＴＯ 

○ 
○ 

物価リスク インフレ・デフレ △ ○ 

火葬件数変動リスク 火葬件数の変動に伴う燃料費等の増減リスク ○  

金利リスク 金利の変動 △ ○ 

支払遅延・不能リスク サービス購入費の支払の遅延・不能に関するもの ○  

第三者の使用に伴うリ

スク 

請負人の使用に関するもの 
 ○ 

工事の中止リスク 

事業者の責めに帰すべき場合又は不可抗力若しくは法令

の変更に伴う工事の中止に関するもの 
 ○ 

上記以外の理由による工事中止に関するもの ○  

瑕疵担保リスク 隠れた瑕疵の担保責任  ○ 

 
 
表-Ⅲ-② 

その他損害保険、共済等の活用により第三者（損害保険会社、金融機関等）へのリスク転嫁が相当程度期待できるリスク 

リスクの種類 リスクの内容 

保険料（掛金） 

負担者 

市 事業者

第三者賠償リスク 
施設の経営（運営）に伴って、施設への来場者、周辺住

民、市等に損害を与えたことによる損害等 
 ○ 

施設損傷リスク 
施設引渡後に、施設に生じた損害 ＢＴＯ 

○ 
○ 
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Ⅳ.各種事業手法における定量的、定性的評価 

Ⅳ-１.定量的評価（VFM の試算） 

１. VFM 算定の手順 

VFM の試算は、以下の手順で実施する。 

 

図-Ⅳ-① VFM 算定のフロー 

 

 

 

モデルプランの作成（基本計画） 

整 備 費 用

（ PSC ） の 査

定 

整備費用参考見

積の聴取 

 

基本的な前提条件の整理 

整備費用（PSC）の決定 

運 営 経 費

（PSC）の査定 

運 営 費 用 参 考

見積の聴取、他

市事例の分析、

従前の経費等 

運営費用（PSC）の決定 

コスト削減率の検討 

（ヒアリング等） 

コスト削減率の検討 

（ヒアリング等） 

運営費用（ＰＦＩ）の決定 整備費用（ＰＦＩ）の決定 

資金調達条件等の検討（PSC、ＰＦＩ） 

PSC（全コスト）の算定 ＰＦＩ（全コスト）の算定 

両者を比較 

VFM の算定 
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２. VFM 算定の対象とする事業手法 

VFM の試算は、前記において検討を行った、「ＰＦＩ法に基づく事業手法」の想定事業スキーム

と「ＰＦＩ法に基づかない事業手法」の想定事業スキームについて、従来型手法との比較により実

施する。 

 

・ PSC(従来型手法)：従来型発注による施設整備+指定管理者制度による施設運営 

・ 民活手法①： ＰＦＩ法に基づく事業手法 

・ 民活手法②： ＰＦＩ法に基づかない事業手法 

３. VFM 算定の条件 

 VFM 算定にあたっては、下記の条件を設定した。 

 

表-Ⅳ-① VFM 算定の条件（１） 

 PSC（従来型手法） 

事業期間 ２０年間  

建設規模 延床面積３,０００㎡ 

事業の方法 通常の公共事業 

財政支出の

内容 

・建築費用 

・設計監理費用 

・経常修繕費用、メンテナンス費用 

・運営関連費用（直営）  

・光熱水費 

             等 

大規模修繕 事業外とする。 

財政収入の

内容 
補助金等は想定しない。 

コ ス ト の 想

定 

建設関連コストは、基本的な整備構想に基づき想定。 

維持管理運営コストは、参考見積、他自治体における実績を参考として算定

する。 

資金調達条

件 

・一般財源（事業費の２５%） 

・起債（事業費の７５％） 

リスク調整 特に想定しない。 

割引率 ２％（過去の長期国債の平均応募者利回りの等を参考に設定） 

インフレ率 ０.０%   
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表-Ⅳ-② VFM 算定の条件（２） 

 
民活手法①： 

ＰＦＩ法に基づく事業手法 

民活手法②： 

ＰＦＩ法に基づかない事業手法 

事業期間 ２０年間  

建設規模 延床面積３,０００㎡ 

事業の方法 
ＰＦＩ事業（ＢＴＯ）による施設整備、運

営・維持管理 
民活手法による施設整備、運営・維持管理

財政支出の

内容 

・建築費用 

・設計監理費用 

・経常修繕費用、メンテナンス費用、運営関連

費用（民間一括発注） 

・光熱水費 

・SPC 経費 

・ファイナンス組成費用 

・ＰＦＩ事務費          

 等 

・建築費用 

・設計監理費用 

・経常修繕費用、メンテナンス費用、 

運営関連費用（民間一括発注）  

・光熱水費 

・SPC 経費 

・DB 事務費            

等 

大規模修繕 事業外とする。 

財政収入の

内容 
補助金等は想定しない。 補助金等は想定しない。 

コ ス ト の 想

定 

市が直接実施する場合（PSC）に比べて一定割合の縮減が実現するものとして、先例

等を参考に下記の水準と設定した。 

 

 工事関係費用：市が直接実施する場合の９０％ 

 設計監理費用：市が直接実施する場合の９３％（図面による要求水準を想定） 

 経常修繕関係費用：市が直接実施する場合の９０％ 

 維持管理関係費用：市が直接実施する場合の９０％ 

 運営関係費用(人件費) ：市が直接実施する場合の８０％ 

 

※民活手法①と②では、民間資金の活用の有無を除いて、民間ノウハウを導入する

範囲が同じであるため、PSC（従来型手法）からのコスト縮減率は同じと設定してい

る。 

資金調達条

件 

・起債（事業費の７５％） 

・民間資金  

・一般財源（事業費の２５%） 

・起債（事業費の７５％） 

リスク調整 特に想定しない。 － 

割引率 ２％（過去の長期国債の平均応募者利回りの等を参考に設定） 

インフレ率 ０.０%   
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４. VFM 算定結果 

 各手法に係る VFM の算定結果は下記の通りで、民活手法②の VFM が最大となった。 

なお、民活手法①と②では、同じコスト縮減率を設定しているが、VFM は民活手法②の方が大きく

なっている。 

これは、民活手法①が民間資金を活用するＰＦＩ事業であることから、ファイナンス組成費用が発生

するため、これらが発生しない民活手法②に比べてコスト増となっているためである。 

 

表-Ⅳ-③ VFM の算定結果 

項目 PSC 民活手法① 民活手法② 

施設整備費用（調査費等含む） １,７１３,０００ １,５８２,４４５ １,５６８,４４５

維持管理運営費（期間中） １,３４４,９００ １,１７６,５００ １,１７６,５００

経常修繕（期間中） ２８０,０００ ２５２,０００ ２５２,０００

支払い金利（期間中） ３８５,４２４ ４６５,１１１ ３５０,１３２

期間中の財政負担額（補助除く） ３,７２３,３３８ ３,４７６,０５０ ３,３４７,０８５

同現在価値 ３,１０９,９１５ ２,８３６,７３７ ２,７９７,７６９

VFM - ８.７８% １０.０４%

VFM 金額（千円） - ２７３,１７９ ３１２,１４７

 

Ⅳ-２.定性的評価 

前記の各事業手法について定性的な視点から評価を行ったところ、各事業手法について、下表の

ような定性的な VFM を見出すことが出来る。 

表-Ⅳ-④ 各事業手法の定性的 VFM 

項目 

民活手法① 

ＰＦＩ法に基づく施設整備、運営・維

持管理の民活手法 

民活手法② 

ＰＦＩ法に基づかない施設整備、運営・維持

管理の民活手法 

共通 

 

・火葬炉メーカーもしくは、その関連会社が、維持管理、経常修繕等を含めて運

営を一体的に行うこととなり、炉の運転状況等に応じた、効率的、効果的なメンテ

ナンスが可能で、施設の安定的、継続的な稼働の確保に有効な効果があると考

えられる。 

 

・火葬炉メーカーの選定時に、事業期間を通じた炉のメンテナンス費用を確定す

ることが可能となるので、財政支出の見通しが立てやすく、メンテナンス費用の

増加リスクも市から事業者への負担の移転が可能となる。 

 

各手法固有 
・民間資金を活用するため、初

期負担の繰り延べが可能。 

・民間資金を活用しないため、手法①より

も事業コストの縮減が可能。 
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Ⅳ-３.総合評価 

  前記の各事業手法についての内容と、評価を下表の通り整理した。 民活手法「②」の評価が最も高く、本件事業について最適な事業手法と考えられる。 
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Ⅴ.事業スケジュールの検討 

１. 想定される事業手法に係る事業実施スケジュール（案） 
 前記Ⅳにおいて、最も評価が高かった民活手法②(ＰＦＩ法に基づかない事業手法)に係る想

定スケジュールは、下表の通り。 
 

表-Ⅴ-① 想定事業スケジュール 

年度 月 項目 

平成 

２５年度 

５月 火葬炉業者（維持管理運営を含む）プロポーザル公募書類作成開始 

６月 要求水準書（基本設計）開始 

９月 火葬炉業者（維持管理運営を含む）プロポーザル実施 

１０月 火葬炉業者（維持管理運営を含む）選定 

２月 要求水準書（基本設計）作成完了 

平成 

２６年度 

５月 DB（実施設計、建設）業者公募 

７月 DB（実施設計、建設）業者選定 

８月 実施設計開始 

１２月 造成工事開始 

２月 
実施設計、申請完了 

造成工事完了 

３月 建設着工（１２ヶ月） 

平成 

２７年度 

２月 竣工 

３月 試験、開業準備等 

平成 

２８年度 
４月 

維持管理運営開始 

平成 

４８年度 
３月 

維持管理運営期間終了 
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Ⅵ.今後の検討課題 

１. 燃料費の清算方法 

今後、事業期間中において燃料費が高騰する可能性があると考えられることから、燃料費に関す

るリスクを全て民間事業者に負わせることは、適当ではない。 

燃料費は、指定管理者制度においても、事後精算が行われる場合が多く、民活事業の場合も、や

はり実際の火葬件数と燃料費の物価変動に応じて精算を行うなどの対応が必要と思われる。 

ただし、燃費性能について評価の対象とする場合は、燃料費の清算を保証燃費に従って行うこと

が想定され、保証燃費を実燃費が上回った場合は、民間事業者にインセンティブを促す報償制度、

保証燃費を実燃費が下回った場合は、民間事業者に負担が発生する仕組み等を導入することが考

えられる。 

火葬場に係るＰＦＩの先例における燃料費の取り扱いは、下表の通りとなっている。 

表-Ⅵ-① ＰＦＩの先例における燃料費の取り扱い 

事業名 物価変動・火葬件数の変動に関する光熱水費の調整 

（仮称）越谷

広域斎場整

備等事業 

○各年度の支払額は、年間火葬取扱数にかかわらず固定とする。ただし、年間火葬

取扱数が市の想定を上回った場合、乙は火葬業務に要する費用について、積算根

拠を明示することを前提に、甲に対して追加費用を請求できる。  

（仮称）呉市

斎場整備等

事業 

○火葬件数の変動による変更 

(ｱ)実際の火葬件数が火葬件数（市の推計）を上回った場合 

（対象年度の光熱費（物価変動を考慮したもの）/火葬件数（市の推計））×（実際の

火葬件数－火葬件数（市の推計）） 

(ｲ)実際の火葬件数が火葬件数（市の推計）を下回った場合は、清算しない。 

（仮称）宇都

宮市新斎場

整備・運営事

業 

○光熱水費（基本料金除く）については、実費精算 

○火葬件数の変動に伴う変更 

前年までの火葬件数の実績を踏まえて、当該年度の火葬見込み数に基づき、変動

費を改定。 

（仮称）札幌

市 第 ２ 斎 場

整備運営事

業 

○光熱費は、消費者物価指数（札幌市・光熱・水道）の値により毎年、改定 

○火葬件数の変動に伴う変更 

(ｱ) 実際の火葬数が火葬件数（推計）上回った場合は、光熱水費を増加した件数に

応じて増額 

(ｲ) 実際の火葬数が火葬件数（推計）を下回った場合は、清算を行わない。 

豊川宝飯衛

生組合斎場

会館（仮称）

整備事業 

○火葬件数の変動に伴う変更 

(ｱ)実際の火葬数が火葬件数（推計）上回った場合、増加費用は組合が負担する。 

(ｲ)実際の火葬数が火葬件数（推計）を下回った場合は、清算を行わない。 

２. 火葬炉メーカー選定時における要求水準の整理 

想定する事業方式では、火葬炉メーカーによる火葬炉設置工事と施設の設計・建設を行う事業者

による建設工事の両者間に「取り合い」が生じるため、火葬炉メーカー選定時の要求水準書におい

て、工事区分を明確に表示しておく必要がある。 

また、運営者でもある火葬炉メーカーの選定時には、基本設計が完了しておらず、建物の概要が

明らかでないため、建物に関する維持管理コストの提示を求められない。従って、建物の維持管理

に従事する事業者を別途選定するなどの検討が必要である。 

以上 


